
例えばこのよう例えばこのような疑問 にお答 えします！えします！

A5判／376頁　定価　本体2,500円＋税

平成26年度、平成27年度税制改正に対応！
買取再販に係る税率の軽減について解説を追加した待望の改訂版！！

民間住宅税制研究会 編・著　　国土交通省住宅局 編集協力

『登録免許税の軽減のための
　　　　 住宅用家屋証明の手引き』が新しくなりました！

登録免許税の軽減のための
住宅用家屋証明の手引き 七次改訂

本書の特色

●『解説編』
多数の法令・通達によって規定されている制度、証明事務を簡潔に整理！ 
登録免許税の理解をお助けします！

●『事例編』
事例Q&Aを多数収録！
特例を受けるための要件等、実務で生じる疑問に応えます！

●『法令・通達編』
様式、法令・通達を抄録！
証明事務等、実務の法的根拠を本書にて確認できます！
（法令内容　平成27年9月13日現在）

『解説編』『事例編』『法令・通達編』により、
制度理解と実務対応をサポート！

▶申立書により、申請を行った場合の入居（予定）年月日は、取得後どの位の期間まで認められるのか。
（Q11 入居（予定）年月日の期間）
▶宅地建物取引業者等が新築した家屋を取得し、保存登記を受けようとする場合、どのような書類が必
要か。　（Q27 住宅用家屋の未使用証明）
▶耐震基準に適合していることを証する書類（耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、既存住宅
売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類）は、いつまでに取得する必要がある
のか。　（Q62 耐震基準に適合していることを証する書類の取得者）

例えばこのような疑問 にお答 えします！

東京都港区南青山2‒11‒17 〒107‒8560
http: //www.dai ichihok i .co . jp

Tel . 0120‒203‒694
Fax. 0120‒302‒640

国土交通省住宅局編集協力の、唯一の書
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機関名

■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶302̶640

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。また、
お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

平成　　　　年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ　リ　ト　リ　線

部申込部数
●定価2,700円（本体2,500円）　［コード053595］

申　込　書　〈第一法規刊〉

七次改訂　登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明の手引き
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＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!

C
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レジ トカ ド もお支払 ただけます

詳 細・お申し 込 みはコチラ
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